
相手方が判決や和解等で決まったことに従わない場合は，別途，裁判所に強制執行の申立てがで
きます。詳しくは窓口でお尋ねください。

〈※60万円以下の金銭の支払を求める場合に限ります。〉

25.12

初めて簡易裁判所
を利用される方のために

25.12

詳しくは，裁判所ウェブサイトをご覧ください。

　検 索簡裁　民事

29.12



民事調停は

　民事調停は，裁判所の調停委員会の
あっせんにより，紛争を話合いで適切に
解決しようという制度で，調停でまとまっ
た内容は，判決と同様の効力があります。
　民事調停では，金銭や土地・建物，交
通事故，クレジット・ローン（借金）に
関する紛争などを取り扱います。


